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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】接着シートの剥離不良が発生することを防止す
ることができるようにする。
【解決手段】シート剥離装置１０は、ウエハＷの一方の
面に貼付された接着シートＳを剥離用テープＰＴを介し
てウエハＷから剥離する。接着シートＳは、基材シート
と、この基材シートの一方の面に設けられた接着剤層と
を含む。接着シートＳは、基材シートの外縁に両端がそ
れぞれ達する切り込みを備えて複数の分割シートを形成
する。シート剥離装置１０は、剥離用テープＰＴを繰り
出す繰出手段１２と、接着シートＳに剥離用テープＰＴ
を貼付する貼付手段１４と、ウエハＷと剥離用テープＰ
Ｔと相対移動させることで接着シートＳを剥離可能な移
動手段１５とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被着体の一方の面に貼付された接着シートを剥離用テープを介して当該被着体から剥離
するシート剥離装置において、
　前記接着シートは、基材シートと、この基材シートの一方の面に設けられた接着剤層と
を備え、基材シートの外縁に両端がそれぞれ達する切り込みを有し、複数の分割シートと
して剥離可能とされ、
　前記剥離用テープを繰り出す繰出手段と、接着シートに剥離用テープを貼付する貼付手
段と、被着体と剥離用テープと相対移動させることで接着シートを剥離可能な移動手段と
を備えていることを特徴とするシート剥離装置。
【請求項２】
　剥離される分割シートに前記切り込みを介して隣接する他の分割シートが付随して剥離
されることを規制可能な浮上防止手段を更に有することを特徴とする請求項１記載のシー
ト剥離装置。
【請求項３】
　前記貼付手段は、複数の分割シートそれぞれに剥離用テープを貼付可能に設けられてい
ることを特徴とする請求項１又は２記載のシート剥離装置。
【請求項４】
　前記切り込みを跨いで各分割シートを繋ぐための繋ぎテープを貼付する繋ぎテープ貼付
手段を更に備え、
　前記貼付手段は、複数の分割シートのうち、何れか１の分割シートに剥離用テープを貼
付可能に設けられていることを特徴とする請求項１又は２記載のシート剥離装置。
【請求項５】
　前記切り込みを検出する検出手段を備え、当該検出手段の検出結果に基づき貼付手段に
よる剥離用テープの貼付位置が決定可能に設けられていることを特徴とする請求項１ない
し４の何れかに記載のシート剥離装置。
【請求項６】
　前記移動手段は、第１方向に前記相対移動を行う一次剥離を行った後、前記第１方向と
は別の第２方向に前記相対移動を行う二次剥離を行って接着シートを剥離することを特徴
とする請求項１ないし５の何れかに記載のシート剥離装置。
【請求項７】
　前記被着体と貼付手段との相対位置を、被着体の一方の面に平行な面内で調整して位置
決め可能な位置決め手段を更に備えていることを特徴とする請求項１ないし６の何れかに
記載のシート剥離装置。
【請求項８】
　前記被着体と、接着シートに貼付された剥離用テープとを相対回転させる回転手段を更
に備えていることを特徴とする請求項１ないし７の何れかに記載のシート剥離装置。
【請求項９】
　被着体の一方の面に貼付された接着シートを剥離用テープを介して当該被着体から剥離
するシート剥離方法において、
　前記接着シートは、基材シートと、この基材シートの一方の面に設けられた接着剤層と
を備え、基材シートの外縁に両端がそれぞれ達する切り込みを有し、複数の分割シートと
して剥離可能とされ、
　繰り出された剥離用テープを接着シートに貼付する工程と、
　被着体と剥離用テープと相対移動させることで接着シートを剥離する工程とを行うこと
を特徴とするシート剥離方法。
【請求項１０】
　前記剥離する工程を行う前に、切り込みを跨いで各分割シートを繋ぐための繋ぎテープ
を貼付する工程を行い、
　前記剥離用テープを貼付する工程では、複数の分割シートのうち、何れか１の分割シー
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トに剥離用テープを貼付し、
　前記接着シートを剥離する工程では、何れか１の分割シートに続いて繋ぎテープを介し
て他の分割シートを剥離することを特徴とする請求項９記載のシート剥離方法。
【請求項１１】
　剥離される分割シートに前記切り込みを介して隣接する他の分割シートが付随して剥離
されることを規制するように、当該他の分割シートを被着体側に押さえ付けた状態で接着
シートを剥離することを特徴とする請求項９又は１０記載のシート剥離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シート剥離装置及び剥離方法に係り、更に詳しくは、被着体に貼付された接
着シートに剥離用テープを貼付し、当該剥離用テープを介して接着シートを剥離すること
ができるシート剥離装置及び剥離方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウエハ（以下、単に「ウエハ」と称する場合がある）は、その回路面に保護用の
接着シートが貼付され、裏面研削等、種々の工程を経た後に接着シートが剥離される。こ
のような接着シートの剥離装置としては、例えば、特許文献１に開示されている。同文献
において、ウエハから接着シートを剥離する工程は、剥離用テープを接着シートに貼付し
た後、当該剥離用テープとウエハとを相対移動することにより行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１６５５７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近時、ウエハの径寸法が大型化する傾向があるため、これに応じて接着シー
トも大型化する。このため、特許文献１のように剥離を行う場合、接着シートを剥離する
ときに大きな剥離力が必要となり、剥離時に剥離用テープが延びたり切断したりして剥離
不良が多発する、という不都合がある。
【０００５】
　［発明の目的］
　本発明の目的は、接着シートの剥離不良が発生することを防止することができるシート
剥離装置及び剥離方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明は、被着体の一方の面に貼付された接着シートを剥離
用テープを介して当該被着体から剥離するシート剥離装置において、
　前記接着シートは、基材シートと、この基材シートの一方の面に設けられた接着剤層と
を備え、基材シートの外縁に両端がそれぞれ達する切り込みを有し、複数の分割シートと
して剥離可能とされ、
　前記剥離用テープを繰り出す繰出手段と、接着シートに剥離用テープを貼付する貼付手
段と、被着体と剥離用テープと相対移動させることで接着シートを剥離可能な移動手段と
を備える、という構成を採っている。
【０００７】
　本発明において、剥離される分割シートに前記切り込みを介して隣接する他の分割シー
トが付随して剥離されることを規制可能な浮上防止手段を更に有する、という構成を採る
ことが好ましい。
【０００８】
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　更に、前記貼付手段は、複数の分割シートそれぞれに剥離用テープを貼付可能に設けら
れる、という構成を採ることが好ましい。
【０００９】
　また、前記切り込みを跨いで各分割シートを繋ぐための繋ぎテープを貼付する繋ぎテー
プ貼付手段を更に備え、
　前記貼付手段は、複数の分割シートのうち、何れか１の分割シートに剥離用テープを貼
付可能に設けられる、という構成を採ってもよい。
【００１０】
　また、前記切り込みを検出する検出手段を備え、当該検出手段の検出結果に基づき貼付
手段による剥離用テープの貼付位置が決定可能に設けられる、という構成も好ましくは採
用される。
【００１１】
　更に、前記移動手段は、第１方向に前記相対移動を行う一次剥離を行った後、前記第１
方向とは別の第２方向に前記相対移動を行う二次剥離を行って接着シートを剥離する、と
いう構成を採用することができる。
【００１２】
　また、前記被着体と貼付手段との相対位置を、被着体の一方の面に平行な面内で調整し
て位置決め可能な位置決め手段を更に備え、という構成を採ることが好ましい。
【００１３】
　更に、前記被着体と、接着シートに貼付された剥離用テープとを相対回転させる回転手
段を更に備える、という構成を採ってもよい。
【００１４】
　また、本発明の剥離方法は、被着体の一方の面に貼付された接着シートを剥離用テープ
を介して当該被着体から剥離するシート剥離方法において、
　前記接着シートは、基材シートと、この基材シートの一方の面に設けられた接着剤層と
を備え、基材シートの外縁に両端がそれぞれ達する切り込みを有し、複数の分割シートと
して剥離可能とされ、
　繰り出された剥離用テープを接着シートに貼付する工程と、
　被着体と剥離用テープと相対移動させることで接着シートを剥離する工程とを行う、と
いう方法を採っている。
【００１５】
　更に、前記剥離する工程を行う前に、切り込みを跨いで各分割シートを繋ぐための繋ぎ
テープを貼付する工程を行い、
　前記剥離用テープを貼付する工程では、複数の分割シートのうち、何れか１の分割シー
トに剥離用テープを貼付し、
　前記接着シートを剥離する工程では、何れか１の分割シートに続いて繋ぎテープを介し
て他の分割シートを剥離する、という方法を採用してもよい。
【００１６】
　更に、剥離される分割シートに前記切り込みを介して隣接する他の分割シートが付随し
て剥離されることを規制するように、当該他の分割シートを被着体側に押さえ付けた状態
で接着シートを剥離するとよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、切り込みによって複数の分割シートとした接着シートを、分割シート
毎に剥離を行うことができる。各分割シートは接着シート全体より小型化されるので、各
分割シートをそれぞれ剥離することにより、切り込みを有しない接着シート全体の剥離に
比べて剥離に要する力を軽減することができる。これにより、被着体が大径化したウエハ
であっても、剥離用テープが延びたり切断したりすることを防止でき、剥離不良が発生す
ることを回避することが可能となる。
【００１８】
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　更に、浮上防止手段を設けた場合、分割シートのうち何れか１の分割シートを剥離する
ときに、基材シートや接着剤層の未切断部分、又は、接着剤層の再接着等によって、切り
込みを介して隣接する他の分割シートが追従して剥離され複数枚の分割シートを同時に剥
離することを確実に防止することができる。
【００１９】
　また、複数の分割シートそれぞれに剥離用テープを貼付可能とすることで、各分割シー
トの剥離を効率良く行うことができる。
【００２０】
　更に、繋ぎテープ貼付手段を設けた場合、分割シート毎に剥離用テープを貼付すること
なく複数の分割シートを一体とした状態で剥離を行えるようになり、剥離用テープの節減
と剥離処理能力の向上が達成できる。
【００２１】
　また、切り込みを検出した結果に基づき剥離用テープの貼付位置を決定する場合、当該
貼付位置を剥離に適した位置に簡単且つ迅速に調整でき、接着シートの初期の剥離をより
スムースに行うことが可能となる。
【００２２】
　更に、剥離方向の異なる一次剥離と二次剥離とを可能とした場合、例えば、剥離初期に
おいて接着シートに剥離切っ掛けが形成され易い方向に剥離を行った後に、剥離初期以降
においては、分割剥離によって剥離に要する力が軽減される方向に剥離を行うことが可能
となる。
【００２３】
　また、位置決め手段により被着体と貼付手段との相対位置を調整して位置決め可能とし
た場合、切り込みの形成位置に応じて剥離用テープの貼付位置を任意に設定することがで
きる。
【００２４】
　更に、位置決め手段により被着体と剥離用テープとを相対回転可能とすることで、接着
シートの剥離中に剥離の進行方向を変更することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】各実施形態に係るシート剥離装置の一部断面視した概略正面図。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）は、接着シートの剥離動作説明図。
【図３】（Ａ）～（Ｄ）は、第１実施形態に係る接着シートの剥離動作説明図。
【図４】（Ａ）～（Ｄ）は、図３の剥離動作の変形例を示す剥離動作説明図。
【図５】（Ａ）～（Ｅ）は、第２実施形態に係る接着シートの剥離動作説明図。
【図６】（Ａ）～（Ｃ）は、第３実施形態に係る接着シートの剥離動作説明図。
【図７】（Ａ）～（Ｃ）は、第４実施形態に係る接着シートの剥離動作説明図。
【図８】第５実施形態に係る接着シートの説明図。
【図９】第６実施形態に係る接着シートの剥離動作説明図。
【図１０】（Ａ）～（Ｃ）は、第７実施形態に係る接着シートの剥離動作説明図。
【図１１】第８実施形態に係る接着シートの説明図。
【図１２】第９実施形態に係る接着シートの剥離動作説明図。
【図１３】第１変形例に係る接着シートの説明図。
【図１４】第２変形例に係る接着シートの説明図。
【図１５】（Ａ）～（Ｃ）は、第３変形例に係る接着シートの剥離動作説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
　なお、本明細書において、特に明示しない限り、「上」、「下」、「左」、「右」は、
図１を基準として用いる。
【００２７】
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［第１実施形態］
　図１～図３において、シート剥離装置１０は、被着体としてのウエハＷを保持する保持
手段１１と、帯状の剥離用テープＰＴを繰り出す繰出手段１２と、ウエハＷの回路面とな
る一方の面（上面）に貼付された接着シートＳに剥離用テープＰＴを貼付する貼付手段１
４と、接着シートＳに貼付された剥離用テープＰＴと保持手段１１に保持されたウエハＷ
とを相対移動させる移動手段１５と、接着シートＳの上面側に位置可能な浮上防止手段１
６と、接着シートＳに繋ぎテープＬＴを貼付する繋ぎテープ貼付手段１７とを備えて構成
されている。なお、剥離用テープＰＴは、本実施形態では、感熱接着性の接着テープが採
用している。また、接着シートＳは、基材シートＢと、この基材シートＢの一方の面すな
わち下面に設けられた接着剤層ＡＤとを備え、この接着剤層ＡＤを介してウエハＷ上面に
貼付されている。接着シートＳには、切り込みＣ（図３参照）が形成されている。本実施
形態では、接着シートＳは、接着シートＳの中央を通り、その両端が基材シートＢの外縁
にそれぞれ達する切り込みＣを有し、この切り込みＣに沿って保護シートＳを切断するこ
とによって、当該接着シートＳを第１及び第２分割シートＳ１、Ｓ２として剥離可能とな
っている。
【００２８】
　前記保持手段１１は、リングフレームＲＦと一体化されたウエハＷをダイシングシート
ＤＳ側から上面で吸着して保持するテーブルからなる。なお、保持手段１１の上方には、
図示しない検出手段が設けられている。検出手段は、接着シートＳに形成される切り込み
Ｃを検出する機能と、この検出結果に基づき後述する駆動手段４０の駆動を制御し、貼付
手段１４による剥離用テープＰＴの貼付位置を決定する機能とを備えている。
【００２９】
　前記繰出手段１２は、図示しないフレームに支持されて巻回された剥離用テープＰＴを
支持するとともに、モータＭ１を介して回転可能な支持軸２１と、モータＭ２を介して回
転可能な駆動ローラ２２と、当該駆動ローラ２２との間に剥離用テープＰＴを挟み込むピ
ンチローラ２３と、剥離用テープＰＴを図１中下方から支持する板状のガイド部材２５と
、このガイド部材２５とで剥離用テープＰＴを挟み込む回転自在なプレスローラ２７と、
このプレスローラ２７を昇降させる昇降用シリンダ２８とを備えて構成されている。ガイ
ド部材２５は、シリンダ２９を介して図１中左右方向に移動可能に設けられ、図２（Ａ）
に示されるように、プレスローラ２７で挟み込んだ剥離用テープＰＴのリード端領域を後
述するチャック４１により把持できる位置に導くことが可能となっている。
【００３０】
　前記貼付手段１４は、直動モータ３１と、当該直動モータ３１によって上下方向に進退
可能に設けられたヒータ３２Ａを有する押圧ヘッド３２とを備えている。この貼付手段１
４は、後述するチャック４１により接着シートＳの上面側に繰り出された剥離用テープＰ
Ｔを押圧ヘッド３２で押圧して加熱することで、剥離用テープＰＴを接着シートＳに接着
するようになっている。なお、貼付手段１４の左側には、テープ切断手段３４が設けられ
ている。このテープ切断手段３４は、カッター刃３５と、このカッター刃３５の下側に設
けられ、凹部を上面に有するテープ受け板３６と、カッター刃３５を上下方向に移動させ
る上下用シリンダ３７と、同カッター刃３５を図１中紙面直交方向に移動させる切断用シ
リンダ３８とにより構成されている。
【００３１】
　前記移動手段１５は、保持手段１１を移動可能に支持する駆動手段４０と、貼付手段１
４の下方に設けられ、剥離用テープＰＴを把持部材４１Ａで把持可能なチャック４１とを
備えている。駆動手段４０は、ウエハＷ上面に平行な面内で図１中紙面直交方向、左右方
向及び回転方向に保持手段１１を移動してウエハＷを位置決め可能に設けられている。こ
こにおいて、駆動手段４０は、位置決め手段及び回転手段を構成するようになっている。
チャック４１は、図示しない駆動装置を介して図１中左右方向に移動可能に構成されてい
る。
【００３２】
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　前記浮上防止手段１６は、多関節ロボット４６を介して移動可能に支持されている。こ
の多関節ロボット４６は、ベース部６２と、このベース部６２の上面に設けられ所定の６
箇所に設けられた位置制御可能なモータによって回転可能な多関節アーム部６３と、この
多関節アーム部６３の自由端側に取り付けられた保持チャック６４とを備えた所謂６軸ロ
ボットであり、その作業領域内で保持チャック６４を何れの位置、何れの方向にも移動可
能なものである。保持チャック６４は、相互に離間接近可能な一対のチャック爪６４Ａを
備えており、これらチャック爪６４Ａがアームホルダ６０に係脱可能となっている。
【００３３】
　前記浮上防止手段１６は、保持チャック６４に係脱可能なアームホルダ６７と、このア
ームホルダ６７に連結されるとともに、切り込みＣに沿って位置可能な板状の押さえ部材
６８とを備え、多関節ロボット４６のチャック爪６４Ａによって係脱可能となっている。
【００３４】
　前記繋ぎテープ貼付手段１７は、帯状の剥離シートＲＬを繰り出す途中でピールプレー
ト７０により折り返し、当該剥離シートＲＬに仮着された繋ぎテープＬＴを一枚ずつ剥離
して供給可能な供給手段７２と、この供給手段７２から供給された繋ぎテープＬＴを押圧
して貼付する押圧手段７３とを備えて構成されている。押圧手段７３は、下面を吸着面と
して繋ぎテープＬＴを吸着保持可能な吸着ヘッド７５と、この吸着ヘッド７５を昇降させ
る直動モータ７６とを備えている。
【００３５】
　次に、シート剥離装置１０における接着シートＳの剥離方法について、図２及び図３を
も用いて説明する。
【００３６】
　先ず、剥離用テープＰＴを支持軸２１から引き出し、駆動ローラ２２及びピンチローラ
２３間を通過させ、プレスローラ２７とガイド部材２５とで挟み込んでそのリード端側が
ガイド部材２５の先端からはみ出た状態とされる。そして、図示しない搬送手段を介して
、接着シートＳが貼付され、ダイシングシートＤＳを介してリングフレームＲＦと一体化
されたウエハＷを保持手段１１の上面に吸着保持させる。ここで、接着シートＳには予め
切り込みＣが形成されており、接着シートＳが切り込みＣによって第１分割シートＳ１と
第２分割シートＳ２として剥離可能に設けられている。
【００３７】
　そして、前述した図示しない検出手段により切り込みＣを検出して剥離用テープＰＴの
貼付位置を決定させ、当該貼付位置すなわち接着シートＳにおける第１分割シートＳ１の
同図中右側外縁位置が押圧ヘッド５０の直下で停止するように、駆動手段４０により保持
手段１１を移動させて位置決めする。
【００３８】
　次いで、図２（Ａ）に示されるように、シリンダ２９を介してガイド部材２５を同図中
右方向に進行させると同時に、モータＭ２を作動して駆動ローラ２２を回転させて剥離用
テープＰＴを繰り出す。これにより、チャック４１の把持部材４１Ａ間にガイド部材２５
及び剥離用テープＰＴのリード端側が位置する。そして、プレスローラ２７が上方へ退避
し、ガイド部材２５を後退させると、把持部材４１Ａ間に剥離用テープＰＴが残されてチ
ャック４１の動作によって把持される。その後、図示しない駆動装置によってチャック４
１を図２（Ａ）の二点鎖線で示される位置に移動させて剥離用テープＰＴを引き出し、押
圧ヘッド３２の下方で接着シートＳに対向するように剥離用テープＰＴを位置させる。
【００３９】
　次に、図２（Ｂ）に示されるように、押圧ヘッド３２を直動モータ３１によって下方へ
移動させると、剥離用テープＰＴが押し下げられ、剥離用テープＰＴがヒータ３１Ａによ
って加熱されて第１分割シートＳ１に接着する。その後、プレスローラ２７とガイド部材
２５とで剥離用テープＰＴを挟み込み、シリンダ３７、３８を作動させてテープ受け板３
６上でカッター刃３５により剥離用テープＰＴを切断する。
【００４０】
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　その後、多関節ロボット４６の作動により、図３（Ａ）の二点鎖線で示されるように、
押さえ部材６８が切り込みＣに沿って位置するように当該押さえ部材６８を第２分割シー
トＳ２上に接触させる。
【００４１】
　その後、図２（Ｃ）及び図３（Ｂ）に示されるように、第１分割シートＳ１に貼付され
た剥離用テープＰＴとウエハＷとが反対方向に相対移動するように、駆動手段４０等を介
してチャック４１及び保持手段１１を移動させることで、第１分割シートＳ１がウエハＷ
から剥離される。このとき、切り込みＣにおいて、各分割シートＳ１、Ｓ２の基材シート
Ｂや接着剤層ＡＤが完全に分離されずに繋がっていたとしても、押さえ部材６８が第２分
割シートＳ２を押さえていることで、第１分割シートＳ１に追従して第２分割シートＳ２
が持ち上がることを防止することができる。
【００４２】
　分割シートＳ１の剥離を終えると、剥離された第１分割シートＳ１とそれに貼付された
剥離用テープＰＴは、図示しない回収手段によって回収される。次いで、第２分割シート
Ｓ２を剥離すべく、多関節ロボット４６の作動により、浮上防止手段６６を第２分割シー
トＳ２上から退避させる。そして、第２分割シートＳ２の図３中右側外縁位置が押圧ヘッ
ド３２の直下で停止するように、駆動手段４０により保持手段１１を図３（Ｃ）中上下及
び左右方向に移動させる。その後、図３（Ｃ）及び（Ｄ）に示されるように、第１分割シ
ートＳ１と同様に、第２分割シートＳ２にも剥離用テープＰＴが貼付されてウエハＷから
剥離される。なお、第２分割シートＳ２を位置決めするときに、図４に示されるように、
駆動手段４０を作動してウエハＷの中心を回転中心として保持手段１１を図４（Ｂ）中矢
印方向に１８０°回転させるようにしてもよい。
【００４３】
　両方の分割シートＳ１、Ｓ２の剥離を終えた後、図示しない搬送手段によりウエハＷが
次工程に搬送される。そして、保持手段１１やチャック４１が初期位置に復帰した後、上
記同様の動作が繰り返されることとなる。
【００４４】
　従って、このような第１実施形態によれば、接着シートＳを二分割して小型化した各分
割シートＳ１、Ｓ２毎に剥離することができる。これにより、分割しない接着シートＳを
剥離する場合に比べ、剥離時の剥離用テープＰＴに生じる引っ張り力を軽減することがで
き、剥離用テープＰＴが延びたり切断したりすることに起因する剥離不良を防止すること
が可能となる。
【００４５】
　次に、本発明の前記以外の実施形態について説明する。なお、以下の説明において、各
実施形態は、第１実施形態と同じシート剥離装置１０を用いるものであり、切り込みＣの
形成位置及び又は各分割シートＳ１、Ｓ２の剥離方法を変更するものである。従って、前
記第１実施形態と同一若しくは同等の構成部分については同一符号を用いるものとし、重
複する説明或いは同様の説明を省略若しくは簡略とする。
【００４６】
　［第２実施形態］
　図５において、第２実施形態では、第１実施形態と同様にリングフレームＲＦと一体化
されたウエハＷを保持手段１１の上面に吸着保持させた後、切り込みＣの図５（Ａ）中左
端側が吸着ヘッド７５の直下で停止するように、駆動手段４０により保持手段１１を移動
させる。次いで、吸着ヘッド７５を直動モータ７６によって下方へ移動させると、繋ぎテ
ープＬＴが切り込みＣを跨いで各分割シートＳ１、Ｓ２に貼付される。次に、第１分割シ
ートＳ１に貼付された剥離用テープＰＴとウエハＷとを反対方向に相対移動させ、当該第
１分割シートＳ１を繋ぎテープＬＴと切り込みＣとの交差点Ｐまで剥離する（図５（Ｂ）
参照）。その後、交差点Ｐを回転中心として、駆動手段４０により保持手段１１を回転移
動させ、ウエハＷを３６０°回転して繋ぎテープＬＴ周りの各分割シートＳ１を剥離させ
る（図５（Ｃ）及び（Ｄ）参照）。次に、図５（Ｅ）に示されるように、剥離用テープＰ
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ＴとウエハＷとが反対方向に相対移動するように、駆動手段４０等を介してチャック４１
及び保持手段１１を移動させる。これにより、繋ぎテープＬＴを介して各分割シートＳ１
、Ｓ２が一連に連なって剥離されるので、各分割シートＳ１、Ｓ２の回収を１回だけとす
ることができる他、剥離用テープＰＴの貼付も１回にすることができ、工程の簡略化及び
迅速化を図ることができる。
【００４７】
　［第３実施形態］
　図６において、第３実施形態では、第１実施形態と同様にリングフレームＲＦと一体化
されたウエハＷを保持手段１１の上面に吸着保持させた後、第１分割シートＳ１を剥離し
、当該剥離が完了する前に、剥離用テープＰＴとウエハＷとの相対移動を停止させる。そ
の後、切り込みＣの図６（Ｂ）中左端側が吸着ヘッド７５の直下で停止するように、駆動
手段４０により保持手段１１を移動させ、直動モータ７６の作動により、切り込みＣを跨
いで各分割シートＳ１、Ｓ２に繋ぎテープＬＴを貼付する。次に、図６（Ｃ）に示される
ように、剥離用テープＰＴとウエハＷとが反対方向に相対移動するように、駆動手段４０
等を介してチャック４１及び保持手段１１を移動させる。本実施形態においても、繋ぎテ
ープＬＴを介して各分割シートＳ１、Ｓ２が一連に連なって剥離することができる他、保
持手段１１を回転移動させる工程を省略することができる。
【００４８】
　［第４実施形態］
　図７において、第４実施形態では、第１実施形態と同様にリングフレームＲＦと一体化
されたウエハＷを保持手段１１の上面に吸着保持させた後、第１分割シートＳ１における
切り込みＣの同図中右端側に隣接する位置に剥離用テープＰＴを貼付させる。これにより
、剥離用テープＰＴが切り込みＣの右端と第１分割シートＳ１の外周縁とで形成される角
部ＣＮを含む領域に貼付される。その後、平面視で剥離用テープＰＴが切り込みＣから離
れる方向すなわち図７（Ａ）及び（Ｂ）中矢印方向（第１方向）に剥離用テープＰＴとウ
エハＷとが相対移動するように、駆動手段４０等を介してチャック４１及び保持手段１１
を移動させる一次剥離を行う。この一次剥離で所定量の第１分割シートＳ１を剥離した後
、図７（Ｃ）に示されるように、剥離用テープＰＴとウエハＷとの相対移動方向を切り込
みＣと平行な方向、すなわち同図中左右方向（第２方向）に変更して剥離させる二次剥離
を行う。この二次剥離によって第１分割シートＳ１を完全に剥離させた後、当該第１分割
シートＳ１と同様に、第２分割シートＳ２も一次剥離及び二次剥離を行って剥離させる。
本実施形態によれば、剥離始めとなる一次剥離では、各分割シートＳ１、Ｓ２を角部ＣＮ
から剥離することができるので、剥離抵抗を軽減して剥離不良を防止でき、二次剥離では
、剥離に要する力が軽減される方向に剥離を行うことが可能となる。
【００４９】
　［第５実施形態］
　図８において、第５実施形態では、予め切り込みＣが２本形成されており、これら２本
の切り込みＣによって、接着シートＳを第１～第３分割シートＳ１～Ｓ３として剥離可能
に設けられている。接着シートＳの剥離は、第１実施形態と同様にリングフレームＲＦと
一体化されたウエハＷを保持手段１１の上面に吸着保持させた後、各分割シートＳ１～Ｓ
３毎に行われる。つまり、それぞれの分割シートＳ１～Ｓ３の同図中右側領域に剥離用テ
ープＰＴを貼付した後、当該剥離用テープＰＴとウエハＷとが反対方向に相対移動するよ
うに、駆動手段４０等を介してチャック４１及び保持手段１１を移動させる。剥離用テー
プＰＴの貼付にあっては、押圧ヘッド５０の直下で各分割シートＳ１～Ｓ３の右側領域が
位置するように、駆動手段４０によりウエハＷを移動させて位置決めさせる。
【００５０】
　［第６実施形態］
　図９において、第６実施形態では、第５実施形態と同様に切り込みＣが２本形成された
接着シートＳが剥離対象とされ、リングフレームＲＦと一体化されたウエハＷを保持手段
１１の上面に吸着保持させる。その後、同図中下方の切り込みＣの左端側及び上方の切り
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込みＣの右端側において、各繋ぎテープＬＴが切り込みＣを跨ぐように貼付させ、繋ぎテ
ープＬＴを介して３枚の分割シートＳ１が繋がった状態とさせる。次に、第１分割シート
Ｓ１の右側領域に剥離用テープＰＴを貼付させる。次いで、同図中矢印方向に剥離用テー
プＰＴとウエハＷとが反対方向に相対移動するように、駆動手段４０等を介してチャック
４１及び保持手段１１を移動させる。これにより、３枚の分割シートＳ１～Ｓ３が繋ぎテ
ープＬＴで一連に連なった状態で剥離することができる。
【００５１】
　［第７実施形態］
　図１０において、第７実施形態では、第５実施形態と同様に切り込みＣが２本形成され
た接着シートＳが剥離対象とされ、リングフレームＲＦと一体化されたウエハＷを保持手
段１１の上面に吸着保持させる。その後、第２分割シートＳ２を剥離し、当該剥離が完了
する前に、剥離用テープＰＴとウエハＷとの相対移動を停止させる。その後、２本の切り
込みＣを跨いで、すなわち、剥離中の第２分割シートＳ２と、それ以外の２枚の分割シー
トＳ１、Ｓ３に亘って繋ぎテープＬＴを貼付する（図１０（Ｂ）参照）。次に、図１０（
Ｃ）に示されるように、剥離用テープＰＴとウエハＷとが反対方向に相対移動するように
、駆動手段４０等を介してチャック４１及び保持手段１１を移動させ、３枚全ての分割シ
ートＳ１～Ｓ３を剥離する。なお、図中二点鎖線で示されるように、第２分割シートＳ２
を剥離するときに、第１、第３分割シートＳ１、Ｓ３両方を押え付けることが可能な押さ
え部材６８Ａを採用するとよい。
【００５２】
　［第８実施形態］
　図１１において、第８実施形態では、予め同図中左右方向及び上下方向に延びる切り込
みＣが形成されており、これら２本の切り込みＣによって、接着シートＳを第１～第４分
割シートＳ１～Ｓ４として剥離可能に設けられている。接着シートＳの剥離は、それぞれ
の分割シートＳ１～Ｓ４における円弧状の外縁中央部に剥離用テープＰＴを貼付した後、
当該剥離用テープＰＴとウエハＷとが反対方向に相対移動するように、駆動手段４０等を
介してチャック４１及び保持手段１１を移動させることにより行われる。
【００５３】
　［第９実施形態］
　図１２において、第９実施形態では、第８実施形態と同様に切り込みＣが形成されてい
る。そして、同図中上下に延びる切り込みＣの両端側と、同図中左右に延びる切り込みＣ
の左側において、繋ぎテープＬＴを切り込みＣを跨ぐように貼付し、各繋ぎテープＬＴを
介して４枚の分割シートＳ１～Ｓ４が繋がった状態とする。次に、第１分割シートＳ１の
右側領域に剥離用テープＰＴを貼付する。次いで、同図中矢印方向に剥離用テープＰＴと
ウエハＷとが反対方向に相対移動するように、駆動手段４０等を介してチャック４１及び
保持手段１１を移動させる。これにより、４枚の分割シートＳ１～Ｓ４が繋ぎテープＬＴ
で一連に連なった状態で剥離することができる。
【００５４】
　以上のように、本発明を実施するための最良の構成、方法等は、前記記載で開示されて
いるが、本発明は、これに限定されるものではない。
　すなわち、本発明は、主に特定の実施形態に関して特に図示、説明されているが、本発
明の技術的思想及び目的の範囲から逸脱することなく、以上説明した実施形態に対し、形
状、位置若しくは配置等に関し、必要に応じて当業者が様々な変更を加えることができる
ものである。
　従って、上記に開示した形状などを限定した記載は、本発明の理解を容易にするために
例示的に記載したものであり、本発明を限定するものではないから、それらの形状などの
限定の一部若しくは全部の限定を外した部材の名称での記載は、本発明に含まれるもので
ある。
【００５５】
　前記切り込みＣの形成数、形成位置及び形状は、両端が基材シートＢの外縁にそれぞれ
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達して複数の分割シートＳ１を形成可能な限りにおいて、曲線状にする等種々の変更が可
能である。例えば、図１３に示されるように、２本の切り込みＣの同図中右端が同じ位置
とされて各分割シートＳ１～Ｓ３を形成可能とされた接着シートＳを剥離対象としたり、
図１４に示されるように、基材シートＢの面内でＶ字状に屈曲する形状に切り込みＣが形
成された接着シートＳを剥離対象としたりして、３枚の分割シートＳ１～Ｓ３又は２枚の
分割シートＳ１、Ｓ２として剥離用テープＰＴを用いて剥離を行ってもよい。
【００５６】
　また、図１５（Ａ）～（Ｃ）に示されるように、第４実施形態で行った各分割シートＳ
１、Ｓ２の剥離を２枚同時に行ってもよい。この場合、剥離用テープＰＴを把持するチャ
ック４１と、これを駆動する駆動装置（図示省略）とをそれぞれ２体ずつ設ければよい。
【００５７】
　更に、本発明における被着体としては、半導体ウエハに限定されるものではなく、ガラ
ス板、鋼板、または、樹脂板等、その他の被着体も対象とすることができ、半導体ウエハ
は、シリコンウエハや化合物ウエハであってもよい。
【００５８】
　また、接着シートＳの剥離動作は、前述のように剥離を行える限りにおいて、チャック
４１の動作を停止させ、保持手段１１を移動させてもよいし、逆に保持手段１１の動作を
停止させ、チャック４１を移動させてもよい。
　更に、剥離用テープＰＴは、感圧接着性の接着テープを採用してもよい。
　また、剥離用テープＰＴを切断するテープ切断手段３４は必須要件ではない。
　更に、前記浮上防止手段１８を噴出エアによって構成し、切り込みＣを介して隣接する
他の分割シートをウエハＷ側に押圧するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　シート剥離装置
　１２　繰出手段
　１４　貼付手段
　１５　移動手段
　１６　浮上防止手段
　１７　繋ぎテープ貼付手段
　４０　駆動手段（位置決め手段、回転手段）
　ＡＤ　接着剤層
　Ｂ　基材シート
　Ｃ　切り込み
　ＣＮ　角部
　ＬＴ　繋ぎテープ
　ＰＴ　剥離用テープ
　Ｓ　接着シート
　Ｓ１～Ｓ４　第１～第４分割シート（分割シート）
　Ｗ　半導体ウエハ（被着体）
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